
 

 

新型インフルエンザ対策行動計画等について 

 

１ 教育委員会事務局新型インフルエンザ対策行動計画 

  別添のとおり 

 

２ 学級閉鎖の状況等（平成 21 年７月 23 日現在）※ 

（１）学級閉鎖を行った学校                  

学校名 区名 
発症児童

生徒数(人) 

閉鎖 

学級数 
学級閉鎖期間 日数 備考 

大曽根小 港北区 2 1 ７月13日（月）～14日（火） 2   

北綱島小 港北区 2 1 ７月14日（火）～15日（水） 2   

    1 （延長） ７月16日（木）～18日（土） 3 同クラスで発症 

羽沢小 神奈川区 1 1 ７月14日（火）～15日（水） 2 
他に体調不良者 

18 名 

    11 （延長） ７月16日（木）～18日（土） 3 同クラスで発症 

    ３ 1 ７月15日（水）～18日（土） 4 

他の３クラスで各１

名発症により本人

のみ出席停止 

 

（２）（１）の他、学級閉鎖を行わないが感染児童生徒が確定された学校数  

学校 校数 発生状況等 

小学校 ５ 発症児童数各１名 

中学校 ２ ①発症生徒数１名、②部活動停止（３日間） 

   

※７月 17 日(金)以降、本市の対応方針においては、検体の PCR 検査は、患者・疑い患者に対する

全件検査を止め、学校や保育施設等での集団発生が疑われる事例や重症化するおそれのある患者

を対象とした検査に変更になっています。 

 

３ その他 

（１）新型インフルエンザ対応に係る他都市調査の実施 

ア 大阪市教育委員会事務局 

  イ 平成 21 年７月 15 日（水）本市から３名派遣 

  ウ 調査内容 

・保健所との連携等 

・児童・生徒への指導・啓発及び保護者への対応 

・ 休校時の学習支援策 他  

エ ５月１８日から７日間実施した、学校の臨時休業期間中の学習支援策や教育委員

会と学校との連絡体制等、実際の対応から本市が学ぶことがあった。 

こども青少年・教育委員会資料

平成２１年７月２４日 

教育委員会事務局 
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第１章 はじめに  

 

（１）教育委員会事務局新型インフルエンザ対策行動計画の目的 

 
横浜市においては、新型インフルエンザの国内発生に備えるため、平成 17 年

12 月に「横浜市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、最新の状況に応

じた改訂を行い体制の整備を図ってきたところである。教育委員会事務局にお

いても、市立小学校･中学校・高等学校・特別支援学校における感染拡大を可能

な限り防止し、児童･生徒・教職員等の健康被害や社会機能への影響を最小限に

とどめるために、教育委員会事務局の対応を定める行動計画を策定した。また、

市立図書館等の教育委員会事務局所管施設においても、他区局所管の市民利用

施設と同様に、感染拡大の防止に関する対応を定めている。 

さらに、学校内における新型インフルエンザへの対策や、特段の配慮を必要

とする児童・生徒への対応については、「学校における新型インフルエンザ対応

マニュアル」において具体的な行動指針を定めている。 

 
国においては、厚生労働省が「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し

ており、「鳥インフルエンザ」に起因する新型インフルエンザ（H5N1）を想定

している。しかしながら、平成 21 年４年に発生した「ブタインフルエンザ」に

起因する新型インフルエンザ(A/H1N1)は、国の行動計画の想定している毒性よ

りも弱かったため、政府は平成 21 年５月に「基本的対処方針」を示し、対応の

弾力化を図った。従って、新型インフルエンザの対応は、発生状況に加えてウ

イルスの毒性等を総合的に判断し、国等の情報に基づき冷静な対応をしていく

ことが必要である。 
 

 本行動計画においても、新型インフルエンザの出現時期や、発生した場合の

症状や感染力の強さ、また、それによるパンデミックの規模についての予測は

困難であるため、今後新型インフルエンザに関する新たな情報や本市行動計画

の改訂に伴う変更等を反映させ、必要に応じて改訂を行い、教育委員会事務局

の危機管理体制の強化を図っていくこととする。 
 

 
■ 教育委員会事務局所管・関連施設一覧（学校を除く。） 
【小中学校教育課】国際学生会館、少年自然の家（赤城・南伊豆） 

少年野外活動センター（道志・三ツ沢・大池、鉄） 
【情報教育課】情報処理教育センター 
【特別支援教育課・特別支援教育相談課】特別支援教育総合センター 
【教育相談課】専門相談、ハートフルスペース（２か所） 
       ハートフルルーム（８か所）、ハートフルスペース都筑 
【生涯学習課】社会教育コーナー 
【文化財課】歴史博物館、開港資料館、都市発展記念館、ユーラシア文化館 

三殿台考古館、八聖殿郷土資料館、埋蔵文化財センター 
【企画運営課】中央図書館、地域図書館（１７館） 
【研究研修指導課】教育文化センター（授業改善支援センターを含む。） 
【授業改善支援課】南部授業改善支援センター、北部授業改善支援センター 

西部授業改善支援センター 
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なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生

していない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことは可能である。

第４章 各発生段階における対応 

 

○本章では、第３章で示す教育委員会の新型インフルエンザ対策について、各

所管課及び所管施設において具体的な対応が図れるよう、国が定める発生段

階に応じた対策を示すものである。 

 

○ここに示す対応は、「鳥インフルエンザ」に起因する新型インフルエンザ

（H5N1）を想定しているが、それ以外のウイルスに起因する場合についても、  
本行動計画の他、政府が示す「基本的対処方針」等や、本市対策本部の方針

に従い行動するものとする。 

 

○特に、学校等の臨時休業の判断については、市長を本部長とする「横浜市新

型インフルエンザ対策本部」の協議・決定を踏まえて実施するものとする。

なお、学校における具体的な対応については、「学校における新型インフルエ

ンザ対応マニュアル」に基づくものとする。 
 
■ 各発生段階における本市及び教育委員会事務局の体制（再掲） 
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（１）未発生期  

状況：動物からヒトへの感染事例も認められるが、ヒト－ヒト感染が明らかで

ない。 

 

①対応方針 

○本市対策本部等を通じた発生状況の情報収集と局内の情報共有を図る。 
 
②危機管理体制 

 フェーズ１、２Ａ：総務課・健康教育課で情報収集、局内で共有 
フェーズ２Ｂ  ：危機管理体制Ｃ【警戒体制】  統括：総務部長 

 フェーズ３Ａ  ：危機管理体制Ｂ【対策本部】  本部長：教育次長 
 フェーズ３Ｂ  ：危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 

③所管課における対応 

【総務課】 
 ・国外の発生状況及び国内の対応に関する情報収集 
 ・横浜市新型インフルエンザ対策本部等との連絡・調整 
 ・教育委員会事務局内での情報共有及び会議運営 

発生段階
WHO

フェーズ 庁内体制
教育委員会

事務局の体制

１ 関係部署による情報収集 －

２A 関係部署による連携と情報の共有化 －

【県外発生】
横浜市鳥インフルエンザ対策連絡会
会長：健康福祉局危機管理責任者（副局長）

【県内発生】
横浜市鳥インフルエンザ対策警戒本部
本部長：危機管理統括責任者（安全管理局危
機管理担当理事）
区本部長：危機管理責任者（副区長）

【市内発生】
横浜市鳥インフルエンザ対策本部
本部長：市長
区本部長：区長

３A
横浜市新型インフルエンザ対策推進会議
議長：副市長

危機管理体制Ｂ
【新型インフルエンザ対策本部】
本部長：教育次長

３B

第二段階
【国内発生早期】

第四段階
【小康期】

後パンデミック期

危機管理体制Ｃ
【新型インフルエンザ警戒体制】
統括：総務部長

第三段階
【感染拡大期】
【まん延期】
【回復期】

２B
前段階

第一段階
【海外発生期】

危機管理体制Ａ
【新型インフルエンザ緊急対策本部】
本部長：教育長

横浜市新型インフルエンザ対策本部
本部長：市長
区本部長：区長

４A
５Ａ
６Ａ

４B
５Ｂ
６Ｂ
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 ・教育委員会事務局の備品（マスク等）の調達・保管 
 
【健康教育課】 
 ・学校への情報提供及び感染予防指導並びに学校からの相談対応 
 ・健康福祉局及び区福祉保健センターとの連携 
 ・学校用の備品（マスク等）の調達・保管 
・≪３Ａ・３Ｂ≫学校へ家きんや野鳥との接触を避けることに関する周知 
・≪３Ａ≫該当国から帰国した児童・生徒に対する情報収集 
・≪３Ｂ≫学校における児童・生徒による飼育動物（鳥）接触の中止を周知 

 
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 
 ・海外派遣教職員及び海外渡航者に係る情報収集 
 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
 ・学校の臨時休業及び行事・部活動・修学旅行等の中止に備えた対策の検討 
 ・学校の臨時休業中の具体的な学習支援策の検討 
・事務局と学校間の連絡体制の確立 

 
【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 
・各所管施設（ｐ１参照）の連絡体制の確立 
・各所管施設における備品（マスク等）の調達・保管 
・各所管施設内でのポスター・館内放送等による感染予防対策の呼びかけ 

 ・各所管施設の嘱託員等の海外渡航に係る情報収集 
 ・ハートフルスペース・ハートフルルームに通室している児童・生徒への在

籍校・小中学校教育課・健康教育課との連携による対応（教育相談課） 
 

（２）第一段階（海外発生期）  

状況：海外でヒト－ヒト感染が認められ、新型インフルエンザの発生が確認さ

れる。 

 

①対応方針 

○児童・生徒や教職員の海外渡航による感染防止の対応を実施する。 

○国外との交流を伴う行事の中止等について検討する。 
 
②危機管理体制 

危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 

③所管課における対応 

【総務課】 
 ※未発生期の対応を継続 
 
【健康教育課】 
 ※未発生期の対応を継続 
・感染予防指導（マスク着用・手洗い・うがいの励行）及び学校からの相談
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対応 
・発生国から帰国した児童・生徒に対する情報収集 
・検温等による健康観察及び発熱状況調査の開始 
・学校への啓発ポスター等の配付及び校内の啓発活動の強化 
・保護者への啓発活動の強化 

 
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 
※未発生期の対応を継続 

 ・発生国への渡航の自粛要請 
 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
※未発生期の対応を継続 

 ・海外との交流行事（修学旅行・ホームステイ等）の中止等の検討 
・事務局と学校間の連絡体制の周知 
 

【研究研修指導課・授業改善支援課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・企画運営課・

教育相談課・文化財課・生涯学習課 等】 
 ※未発生期の対応を継続 
・各所管施設の嘱託員等に対する発生国への渡航の自粛要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第二段階Ⅰ（国内発生早期・八都県市以外発生期）  

状況：八都県市以外で新型インフルエンザの発生が確認されているが、感染者

は非常に限定されている。  

 
①対応方針 

○児童・生徒や教職員・事務局職員の健康状態の監視等を強化する。 

○関係機関と協議の上、学校及び所管施設（以下「学校等」という。）の臨時休

業について検討する。 
 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 
 
③所管課における対応 

【総務課】 
※第一段階の対応を継続 

 ・教育委員会事務局への備品（マスク等）の配付 
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【健康教育課】 
※第一段階の対応を継続 
・市内の児童・生徒に対する情報収集 

 ・他都市における対応の情報収集 
 ・学校への備品（マスク等）の配付 
 
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 
※第一段階の対応を継続 
・教職員及び事務局職員への情報提供及び健康状態の監視 

 ・感染予防指導（マスク着用・手洗い・うがいの励行）及び不要不急の外出

の自粛を要請 
 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
 ・学校の臨時休業に関する検討（p14 参照） 
 ・行事・部活動・修学旅行等の中止の検討又は実施 
・事務局と学校間の連絡体制の周知及び連絡 
・所管施設（ｐ１参照）における休館の検討 
・学校の臨時休業中の具体的な学習支援策の周知 
・各所管施設への備品（マスク等）の配付 
 

【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 
※第一段階の対応を継続 
・各所管施設（ｐ１参照）における休館の検討 

 ・各所管施設への備品（マスク等）の配付 
・各所管施設の嘱託員等への情報提供及び健康状態の監視 

 

（４）第二段階Ⅱ（国内発生早期・八都県市内発生期） 
  

状況：八都県市内で新型インフルエンザの発生が確認されているが、感染者は

非常に限定されている。  

 

①対応方針 

○感染拡大防止に向けた徹底的な封じ込めを行う。 
○関係機関と協議の上、学校等の臨時休業について検討又は実施する。 

 
 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 
 
③所管課における対応 

【総務課】 
※第二段階Ⅰの対応を継続 
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【健康教育課】 
※第二段階Ⅰの対応を継続 

  
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 

※第二段階Ⅰの対応を継続 
 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
※第二段階Ⅰの対応を継続 
・学校の臨時休業に関する検討又は実施（p14 参照） 
・所管施設（ｐ１参照）における休館の検討又は実施 
・学校の臨時休業中の具体的な学習支援策の周知又は実施 
・発生した場合の事務局と学校間の緊急連絡 

 ・学校の臨時休業中の家庭との連携及び地域パトロール等の指導 
 
 

【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 
※第二段階Ⅰの対応を継続 
・各所管施設（ｐ１参照）における休館の検討又は実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）第三段階Ⅰ（感染拡大期） 

状況：国内でヒト－ヒト感染が確認され、患者の接触歴が疫学検査で追えなく

なった事例が生じている。但し、入院措置等による感染拡大防止効果が

期待されている状態である（都道府県の判断）。 

 

①対応方針 

○教職員及び事務局職員の業務を順次縮小する。 
○児童･生徒及び教職員・事務局職員の不要不急の外出の自粛等を徹底する。 
○関係機関と協議の上、学校等の臨時休業について検討又は実施する。 
 

 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 
 
③所管課における対応 

【総務課】 
 ※第二段階Ⅱの対応を継続 
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 ・業務及び人員の縮小について検討又は実施 
 
【健康教育課】 
 ※第二段階Ⅱの対応を継続 
 
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 
 ※第二段階Ⅱの対応を継続 
・教職員の業務の縮小について検討又は実施 

 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
 ※第二段階Ⅱの対応を継続 
 
【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 

 ※第二段階Ⅱの対応を継続 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）第三段階Ⅱ（まん延期） 

状況：一般のヒト社会への継続的な伝播が認められ、入院措置等による感染拡

大防止効果が十分に得られなくなった状態（都道府県の判断）。 

 
①対応方針 

○教職員及び事務局職員の業務を必要最低限に限定する。 
○児童・生徒及び教職員・事務局職員の外出の自粛を徹底する。 
○関係機関と協議の上、学校等の臨時休業について実施する。 

 

 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 
 
③所管課における対応 

  

【全課共通】 

※必要最低限の業務を遂行する。 
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 ・行政運営調整局の指示に従い出勤者を必要最低限度に限定する。 

 ・電話・E-Mail を用いて自宅で業務遂行可能な職員について、極力自宅勤務

を可能とするよう検討する。 

 

 【総務課】 
 ・横浜市新型インフルエンザ対策本部等との連絡・調整 

・学校等との連絡方法の確保 
・事務局職員の安全確認 
・必需物資の確保 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）第三段階Ⅲ（回復期） 

状況：各都道府県において、感染まん延のピークを越えたと判断できる状態 

（都道府県の判断）。 

 
①対応方針 

○通常業務への段階的な回復にむけた検討を行う。 
○児童・生徒及び教職員・事務局職員の外出の自粛を徹底する。 
○学校等の臨時休業の解除に向けた検討を行う。 

 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 

③所管課における対応 

【総務課】 
・国外及び国内の発生状況に関する情報収集 

 ・横浜市新型インフルエンザ対策本部との連絡・調整 
 ・教育委員会事務局内での情報共有及び会議運営 
 ・通常業務の段階的な回復に向けた検討 
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【健康教育課】 
 ・学校への情報提供及び感染予防指導（マスク着用・手洗い・うがいの励行・

外出自粛）並びに学校からの相談対応 
・市内の児童・生徒に対する情報収集 

 ・健康福祉局との連携 
  
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 
 ・海外派遣教職員及び海外渡航者に係る情報収集 
 ・教職員及び事務局職員への情報提供 
 ・教職員及び事務局職員への外出の自粛を要請 
・教職員の通常業務の段階的な回復に向けた検討 

 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 
・臨時休業の継続と学校再開に向けた検討 

 ・事務局と学校間の緊急連絡 
・所管施設（ｐ１参照）における休館の継続及び再開にむけた検討 

 
【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 

 ・各所管施設（ｐ１参照）における休館の継続及び再開に向けた検討 
・各所管施設の嘱託員等への海外渡航に係る情報収集 

 ・各所管施設の嘱託員等への情報提供 
 

 

 

 

（８）第四段階（小康期）  

状況：患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態  

 
①対応方針 

○通常業務の段階的な回復にむけた検討又は実施を行う。 
○外出の自粛を徹底するとともに、再流行に対する注意喚起を行う。 
○学校等の臨時休業等の解除に向けた検討又は実施を行う。 

 

 

②危機管理体制 

 危機管理体制Ａ【緊急対策本部】本部長：教育長 
 
 
③所管課における対応 

【総務課】 
 ※第三段階Ⅲの対応を継続 
・通常業務の段階的な回復に向けた検討又は実施 
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【健康教育課】 
※第三段階Ⅲの対応を継続 

  
【教職員人事課・教職員労務課・職員課】 

※第三段階Ⅲの対応を継続 
・教職員の通常業務の段階的な回復に向けた検討又は実施 

 
【小中学校教育課・特別支援教育課・高等学校教育課】 

※第三段階Ⅲの対応を継続 
・臨時休業の解除に向けた検討又は実施 

 ・所管施設（ｐ１参照）照における休館の解除にむけた検討又は実施 
 
【情報教育課・特別支援教育課・特別支援教育相談課・教育相談課・生涯学習課・ 
文化財課・企画運営課・研究研修指導課・授業改善支援課】 

 ・各所管施設（ｐ１参照）における休館の解除に向けた検討又は実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪資料編≫ 

 

（１）平成 21 年５月 22 日発出 文部科学省事務連絡 
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※別紙添付省略 
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（２）平成 21 年６月 19 日発出 文部科学省事務連絡 
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※別紙添付省略 
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